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１．水力開発の意義

(1) 我が国は世界有数のエネルギー消費国であり、依然として一次エネルギー供給の８割

を輸入に依存するという極めて脆弱なエネルギー構造を持っている。このため、エネル

ギーセキュリティの観点から、エネルギーの安定供給を確保することは引き続き重要政

策課題である。

(2) また、地球温暖化問題に代表される地球的規模の環境問題は、国際的にも具体的な対

応を迫られる時代に入ってきており、エネルギー供給面の対応策として、ＣＯ を排出2

しないエネルギーの導入促進の必要性は益々高まってきている。

(3) 我が国の経済社会及び国民生活の維持発展、さらには、地球的規模の環境問題への貢

献を行っていくためには、長期的視点に立った総合的な資源エネルギー政策の一環とし

て、非化石エネルギーの開発・導入を推進していくことが必要であり、クリーンな国産

エネルギーの主力である水力エネルギー開発の重要性を再認識していく必要がある。
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２．開発目標

水力は、現在も我が国の電力供給の約１割を占め、また電源設備としても全電源の約

２割を占めており、エネルギー源として重要な役割を果たしている。

総合資源エネルギー調査会需給部会の長期エネルギー需給見通し（平成17年3月）に

おいて、2010年度の見通しは次のとおりとしている。

年度末設備容量と発電電力量（電気事業者）

１９９０年度 ２０００年度 ２０１０年度
発電区別

設備容量 発電電力量 設備容量 発電電力量 設備容量 発電電力量

3,632 kW 881 kWh 4,478 kW 904 kWh 4,790 kW 1,062 kWh水 力 万 億 万 億 万 億

1,931 kW 788 kWh 2,008 kW 779 kWh 2,070 kW 927 kWh（ 一般 ） 万 億 万 億 万 億

1,071 kW 93 kWh 2,471 kW 125 kWh 2,720 kW 135 kWh（ 揚水 ） 万 億 万 億 万 億

これを基に、石油代替エネルギー供給目標（平成 年 月閣議決定）において、一17 4

般水力発電に係る施設の出力は 万 、年間発電電力量は 億 という供給2,070 kW 927 kWh

目標値が掲げられている。



- -3

３．水力開発の効果

(1) 石油依存度の低減

長期エネルギー需給見通し（総合資源エネルギー調査会需給部会、平成17年3月）に

よれば、2010年度における一次エネルギー供給の見通しは、次のとおりとなっており、

水力などの石油代替エネルギーの増加に伴い、石油依存度は約４割まで低減されること

となる。

一次エネルギー供給の推移と見通し
（単位：原油換算百万kl)

年度 年度2010
年度 年度1990 2000

レファレンス 現行対策推進 追加対策
項目

512 588 605 584 566一次ｴﾈﾙｷﾞｰ
供給

ｴﾈﾙ ｷﾞ ｰ別区 実数 構成比 実数 構成比 実数 構成比 実数 構成比 実数 構成比
分

271 53% 274 47% 254 42% 244 42% 233 41%石 油

19 4% 19 3% 21 3% 21 4% 19 3%ＬＰＧ

86 17% 107 18% 114 19% 105 18% 101 18%石 炭

53 10% 79 13% 92 15% 87 15% 81 14%天然ガス

49 10% 75 13% 85 14% 85 15% 87 15%原子力

22 4% 20 3% 21 4% 21 4% 21 4%水 力

0 0% 1 0% 1 0% 1 0% 1 0%地 熱

12 2% 14 2% 16 3% 22 4% 24 4%新ｴﾈﾙｷﾞｰ等

(2) セキュリティに寄与

水力は無限に再生可能な純国産エネルギーであり、緊急時に必要最小電源としてナシ

ョナルセキュリティに貢献する。

(3) 地球温暖化防止に貢献

水力は発電過程でＣＯ を排出しないクリーンな再生可能エネルギーであり、地球温2

暖化等地球環境問題対策に貢献する。
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(4) 発電コストの長期安定性

水力発電原価の構成は資本費関係が大部分であるため、インフレや燃料コストの変動

等の影響が少なく、他電源に比べ発電コストが長期的に安定している。

(5) ローカルエネルギーとしての機能

今後、開発が見込まれている水力発電所は、平均すると一カ所あたり約4,700戸程度

、 。の電灯需要をまかなうことができ ローカルエネルギーとして大きな役割が期待される

（平均出力が約4,500kWであることから、設備利用率45%、一戸あたり年間消費電力3,80

0kWhと仮定した場合、年間発生電力量は17,739,000kWhとなり、およそ4,700戸の電灯需

要をまかなうことができる ）。

(6) 地元自治体財政への寄与

① 電源立地地域対策交付金

発電用施設の設置及び運転の円滑化を目的として、電源立地促進対策交付金を都道

府県や市町村に交付することで地域振興を図っている。交付金の使途については、従

、 、 、来は限定されていたが 平成１５年度に使途を拡大し 公共用施設の整備や福祉対策

ソフト事業等、幅広く活用することが可能となった。なお、交付金の交付対象や交付

時期については以下のとおりである。

（水力発電施設の設置初期段階における交付）

出力35万kW以上の水力発電施設及び重要電源促進地点若しくは重要電源開発地点の

指定を受けた水力発電施設の設置予定地点の都道府県・市町村に対し、交付金が交付

される。

（水力発電施設の建設段階における交付）

出力1,000kW以上の水力発電施設が設置される場合、当該施設が所在する市町村に

対し、交付金が交付される。

（水力発電施設の運転段階における交付金）

市町村内の水力発電施設（運転開始から１５年以上経過したもの）の出力の合計が

1,000kWを超え、かつ年間発電電力量の合計が500万kWhを超えている場合、当該施設

（貯水池やダム、減水区間を含む）が所在する市町村に対し、最長３０年間交付金が

交付される。

また、水力発電施設を含む都道府県内の全ての発電施設の発電電力量の合計が都道

府県の消費電力量の1.5倍を超えている等の一定の条件を満たしている場合、都道府

県に対し、交付金が交付される。

② 固定資産税、住民税、水利使用料

水力発電所の固定資産税、建設工事のため他から転入した従事者の住民税は地元市

町村へ、また水利使用料は都道府県への増収となりいずれも地方自治体の重要な財源

となっている。



- -5

(7) 地域総合開発及び地域産業の振興

① 水力開発による波及効果

河川総合開発事業に参加する水力発電の開発は治水、かんがい、上水道、工業用水

道と連携することにより、地元の社会基盤整備の促進に貢献できる。

② 地域産業の振興

水力発電所の建設は、土木・建設工事を伴い、雇用及び需要の創出等により地域経

済に貢献する。

また、電源立地地域対策交付金を活用すれば農林水産業、商工業その他産業の振興

に大きく貢献できる。
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４．水力開発の課題

一般水力の開発に係る課題としては次の点が挙げられる。

(1) 水力は、その特性として長期的なコストが安定しているものの、経済的に有利な開

発地点が減少していることから、開発の促進を図るためには、事業者に対する助成・

融資制度等を充実・強化する必要がある。

(2) 水力開発を推進していくためには、我が国における包蔵水力を的確に把握し、これ

に基づく開発指針を示すことが重要である。このため、全国規模で実施した第５次発

電水力調査や未利用落差発電包蔵水力調査の成果を踏まえ、経済性を向上させるため

の新しい開発手法の検討を図る必要がある。

(3) 一般的にみてスケールメリットがないため経済性に乏しい中小水力を今後着実に開

発していくためには、関連設備等のコストダウンを図ることが重要である。

このため、設備簡略化、低コスト機器の開発・導入を推進する必要がある。

(4) 水力発電施設の円滑な立地を促進するためには、地元住民の十分な理解を得ること

が不可欠である。このため、積極的な広報活動及び従来から行われてきた環境保全対

策の徹底を図る必要がある。

、 、 、 、(5) さらに 中小水力を積極的に開発するためには 開発体制の整備 技術者の育成等

水力開発促進のための条件整備を図るとともに、開発にあたって必要となる関係法令

に基づく諸手続きの円滑化を図る必要がある。

このため、エネルギー政策基本法に基づく「エネルギー基本計画 （平成 年 月）」 15 10

において 「水力発電については、今後、立地地点の奥地化、小規模化により開発コス、

トの上昇が見込まれるため、その経済性の向上を図るとともに、低落差や小流量に適し

た技術の導入による未利用落差の活用を含め、河川環境等の地域環境への影響に配慮し

つつ、その開発導入を促進する」こととなっている。
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５．水力開発促進のための施策の現状
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(1) 有望開発地点の発掘

① 発電水力開発基礎調査

水力の開発可能地点の実態を把握するために、発電水力調査、流量調査及び小水力

開発指導調査を実施し、国内資源の有効利用を積極的に促進していく。

② 中小水力開発促進指導事業基礎調査

( ) 未開発地点開発促進対策調査（個別地点計画策定調査）a

事業者が開発を行う予定の地点について個別地点毎に具体的な開発計画策定に必

要な調査を行う。

( ) ハイドロバレー計画開発促進調査b

自家消費を基本とする水力発電所を核に、水力エネルギーを有効利用可能な産業

として興し、地域の活性化を図ることを目的としたハイドロバレー計画を開発促進

するために地方自治体等を対象とした調査を実施する。

( ) 未利用落差発電包蔵水力調査c

これまでの包蔵水力調査では把握されていない既設設備（発電専用ダムでの河川

維持用水、多目的ダムの利水放流水、農業用水専用ダムの農業用水、砂防えん堤を

利用した発電、工業用水道、上水道及び農業用水路等）が有する水力エネルギーを

利用した発電計画を調査検討し、それらの未利用包蔵水力を把握するための調査を

実施する。

( ) 水力開発技術情報収集調査d

国内の水力開発に有用な情報を収集するため、 「水力技術と計画に係る実施IEA

協定」に参加し、加盟各国との情報交換を行い、その成果を国内事業に反映させ、

水力開発の促進を図る。

(2) 技術開発及びコストダウン

○ 水力資源有効活用技術開発調査

( ) 小水力資源有効活用技術開発調査a

河川維持流量、農業用水、砂防ダム等の水を利用して発電できる地点は小規模な

がらも多数存在している。このような低落差、小流量の地点を対象として、合理的

な取水方法の検討、機器仕様の簡素化、規格化を行い簡易な発電システムを構築す

るための調査を実施する。

( ) 地下調整池による水路式発電所増強技術開発調査b

これまでの水路式水力発電所は、河川水をそのまま取水して発電しているため、

ピーク対応の電源とはなっておらず、ベース電源として位置付けられている。

、 、本調査は 水路式水力発電所の導水路に地下調整池を新たに設置することにより

夜間のオフピーク時の河川水を貯水して昼間のピーク時間帯に最大出力で利用し、

合わせて発電電力量の増加を図るものであり、発電電力量を増加させるための水運

、 。用技術の開発と 地下調整池構築に係るコストダウンのための技術開発を実施する

( ) ダム湛水池の水質改善技術開発調査c
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、 、本調査は 水力発電所用ダム湛水池で富栄養化した河川水が流入することにより

夏季において恒常的にアオコ等の発生が生じている地点の流入河川水の浄化対策と

して、護岸等にゼオライトを敷設するなどの改造を加えた場合の水質改善効果を調

査し、地元住民の不安を減少する。

(3) 開発事業者の育成

○ 中小水力開発促進指導事業費補助金

中小水力の開発を促進するにあたって、公営電気事業者、自家発設置者等が重要な

役割を担うものと期待されるが、技術面、経営面において開発能力が乏しい場合があ

る。

したがって、こうした開発主体の育成、強化を図るためには、技術及び経営の両面

からの指導を行っていく必要がある このため 財団法人新エネルギー財団(以下 Ｎ。 、 「

ＥＦ」という。)に対し、公営電気事業者等が至近年度に開発を希望している水力地

点のうち、技術面等で水力開発能力の蓄積が十分でないと認められる事業者に対する

指導事業費用として、その1/2に相当する額を補助する。

補助 負担1/2 1/2

経済産業省 Ｎ Ｅ Ｆ 開 発 主 体

指導

(4) 初期発電原価の低減

① 中小水力発電開発費補助金

中小水力の開発を促進するため、一般電気事業者、公営電気事業者等卸供給事業者

及び自家発設置者等の行う中小水力開発に対し建設費補助を行っている。

補助金の交付は独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構(ＮＥＤＯ)を通

じて行っており、事業者への補助率の限度は次の表のとおりである。

( ) 中小水力発電所建設（新技術導入部分を除く）a

発 電 所 の 出 力 規 模 補 助 率

5,000kW以下 ２０％

5,000kWを超えて30,000kW以下 １０％

( ) 中小水力発電所建設（新技術導入部分）b

30,000kW以下の中小水力発電所 ５０％

なお、中小水力発電所建設（新技術導入部分を除く）にあっては、当該補助率では

開発着手が困難な経済性の劣る地点のうち、水資源の有効活用等の観点から妥当と認
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められる地点等又はＲＰＳ法（電気事業者による新エネルギー等の利用に関する特別

措置法）の認定を受ける事業については、補助率10％割り増しの特例措置を設けてい

る。

（ ）② 地域エネルギー開発利用発電事業促進対策費補助金 中小水力発電建設費利子補給

昭和60年度から、公営電気事業者等卸供給事業者が新規に着手する地点のうち、事

業者の選択により建設費補助に替えてＮＥＦを通じて水力発電運転開始後一定期間、

建設費利子補給を行い、より一層の中小水力の開発促進を図っている。このため、Ｎ

ＥＦに対し、利子補給基金造成に要する費用として、建設期間中に建設費補助相当額

を事業量に応じて補助する （建設費補助と同様に補助率 ％割り増しの特例措置あ。 10

り ）。

なお、平成14年度から新規地点の採択を行わないこととした。

ＮＥＦの行う建設費利子補給

（建設費に対する比率 ％）

運 転 開 始 後 年 数
区 分

1～ 3年 4～ 6年 7～ 9年 10～12年 13～15年

出
5,000kW以下 3 (3) 2.5 (3) 1.5(2.5) 1 (2.5) － (1.5)

力

規
5,000kWを超えて30,000kW以下 2 (3) 1 (2.5) 1 (1.5) － (1) － (－)

模

（ ：特例措置）

建設費利子補給制度のスキームの概要は以下のとおりである。

（建設期間中） （運転開始後）
Ｎ Ｅ Ｆ

経済産業省 事業者
（ ）基金造成

基金造成費補助 利子補給

(5) 立地促進対策の推進

① 再生可能エネルギー発電立地広報強化対策費

水力発電の開発意義や特徴についてＰＲを展開し、国民の理解を得ることにより円

滑な立地促進に資するため、施設見学会の開催、パンフレットの作成及び経済産業省

や資源エネルギー庁のＷＥＢサイト（水力のページ等）の更新・改良等の積極的な広

報活動を行う。

② 電源開発に係る地点の指定

第１５６通常国会において、国の電源開発基本計画を規定した電源開発促進法が廃
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止されたが、電源開発にあたっては、引き続き電源開発の促進のため地元合意形成や

関係省庁における許認可の円滑化が必要になることから、①これまで電源開発基本計

画が有してきた意義や機能を承継する代替措置を講ずる、②電源立地の円滑な推進を

図るために創設された要対策重要電源等の制度についても抜本的な見直しを行う旨を

定めた「電源開発に係る地点の指定について」が、平成１６年９月に閣議において了

解された。

平成１７年２月に、上記閣議了解を踏まえ、地球環境問題への対応に配慮しつつ、

、 、電力の安定供給確保を図るため ①国際情勢の変化による影響を受けることが少ない

②発電過程において二酸化炭素を排出しない、③長期継続的に安定した運転が可能で

あるなどの特性を有する原子力、水力、地熱等の電源開発に係る地点について指定を

行い、地元合意形成の促進などを図ることを目的として重要電源促進地点制度及び重

要電源開発地点制度が制定された。

（重要電源促進地点制度について）

重要電源促進地点の指定は、主に立地可能性調査（申請する地点における発電施設

の設置の可能性に関する調査）や環境影響調査の開始など初期の計画段階の電源開発

に係る地点における円滑な調査及び建設に資するため、国が推進することが特に重要

な地点を指定する制度である。

事業者の申請により資源エネルギー庁長官が指定を行う。

（重要電源開発地点制度について）

重要電源開発地点の指定は、主に環境影響評価や第 次公開ヒアリングの終了など1

電源立地が進んで工事計画や原子炉設置許可などの着工に必要な手続に入る前の段階

の電源開発の円滑な推進を図るため、国が推進することが特に重要な地点を指定する

制度である。

事業者の申請により経済産業大臣が指定を行う。

③ 電源立地地域対策交付金

公共用施設の整備や福祉対策、地域活性化に資する事業を行う都道府県、市町村に

対し、交付金の交付を行うものである。

(6) 環境保全対策の推進

○ 水力発電所立地環境調査

本調査は、個々の開発計画地点に関して、事業者が行う環境影響調査に先立って、

国として、発電用工作物の基本的な安全性の確認を行うほか、計画地点の環境対策上

重要な項目（地質、水質、社会環境、自然環境等）について、概括的な調査検討を実

施をするものであり、この調査結果を踏まえて、今後の開発計画の具体化の基礎資料

とするものである。
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(7) 水力開発促進のための条件整備

① 組織・技術者の育成等

水力開発に係る多くの知見を有しているＮＥＦ等の行う水力開発促進のための活動

と連携し、水力技術者の育成・充実のための講習会における講演や施策のＰＲを実施

する。

② ＲＰＳ制度

地球温暖化対策の計画的な推進・実行が望まれる中、我が国において排出される温

、 、 、室効果ガスのうち 最近では エネルギー起源のＣＯ が約９割を占める状況にあり２

環境負荷の低い新エネルギー等の利用促進は、こうした環境の保全にも寄与すること

ができる。

ＲＰＳ制度は 「電気事業者による新エネルギー等の利用に関する特別措置法（Ｒ、

ＰＳ法 」に基づき、電気事業者に新エネルギー等から発電される電気を一定割合以）

上利用することを義務付け、新エネルギー等の更なる普及を図るものであり、新エネ

ルギー等として、風力、太陽光、地熱、水力（水路式で1,000 以下の水力発電）kW

及びバイオマスが掲げられており、開発の可能性が高まっている。



参考資料 　「包蔵水力について」

①　包蔵水力

一 般 水 力 1,859 22,134,054 92,464,155

混 合 揚 水 19 5,710,040 2,572,072

40 (14) 853,639 2,253,756

-4 -122,700 -675,357

2,714 12,130,690 45,888,636

-258 -1,002,882 -6,878,909

18 6,916,000 1,651,500

-10 -97,550 -647,132

4,599

33,992,801 133,052,281

-262

37

12,528,490 3,576,440

-10

136,628,721

注（Ⅰ）  「既開発」は平成 18年 3月 31日現在において運転中のものであり（一部が工事

        中である発電所に係る運転未開始分の出力、電力量については「工事中」の該当欄

        に各々計上した。）、事業用の全発電所及び最大出力 100kW以上の自家用発電所に

        ついて集計した。

  （Ⅱ）  「工事中」は第 4回電源開発分科会（平成 14年 7月 12日）までに決定された

　　　　もの、及び電気事業法に基づき、平成 18年 3月 31日までに工事計画事前届出が受理

　　　　されたものについて集計した。

  （Ⅲ）  「混合揚水」の年間可能発電電力量は自流分発電電力量のみを集計した。

  （Ⅳ）  「工事中」及び「未開発」の計画に伴う「既開発」への影響については、各々の

        数値の下段に外数として示した。なお、地点数については廃止となる発電所数を示

        した。

  （Ⅴ）  「工事中」のうち、既開発地点の増設、改造中地点数を（ ）内数で示した。

年間可能発電電力量

（ＭＷｈ）

一 般 水 力 計

混 合 揚 水 計

一 般 水 力

混 合 揚 水

工 事 中

合        計

最 大 出 力

（ｋＷ）

 混 合 揚 水 

一 般 水 力

未 開 発

区        分 地  点  数

既 開 発
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（単位：ＭＷ）

北海道 2 0 2

東　北 1 0 1

一　般 東　京 0 0 0

中　部 1 (1) 0 1 (1)

電　気 北　陸 0 0 0

関　西 1 (1) 0 1 (1)

事業者 中　国 8 (7) 0 8 (7)

四　国 0 0 0

九　州 0 0 0

小　計 13 (9) 0 13 (9)

卸電気
事業者

電源開発 3 (1) 0 3 (1)

小　計 3 (1) 0 3 (1)

卸供給 公　営 18 (4) 0 18 (4)

事業者 その他 1 0 1

小　計 19 (4) 0 19 (4)

5 0 5

40 (14) 0 40 (14)

その他：東星興業、日本海発電

注）カッコ内は運開中の発電所を改造、増設をしている箇所数を表している。

0.00

③　平成17年度末工事中水力発電設備一覧表

合     計

発電所数 最大出力発電所数 最大出力

一 般 水 力 混 合 揚 水

発電所数 最大出力

自　家　用

総　　　計

23.80

3.00

0.00

1.60

0.00

84.80

84.49

0.00

0.00

197.69

555.70

555.70

98.45

0.10

98.55

1.70

853.64

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

23.80

3.00

0.00

1.60

84.80

84.49

0.00

0.00

197.69

98.55

1.70

853.64

555.70

555.70

98.45

0.10
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④　都道府県別包蔵水力（上位２０都道府県）
（ＧＷｈ）

順位 都道府県名 包蔵水力 既開発 工事中 未開発
1 岐  阜 13,550 9,025 266 4,259
2 富  山 12,864 10,452 0 2,412
3 長  野 12,795 9,264 0 3,531
4 新  潟 12,194 8,794 21 3,379
5 北海道 10,197 5,763 195 4,239
6 福  島 9,197 7,134 609 1,454
7 静  岡 7,152 5,888 0 1,264
8 群  馬 5,393 4,006 0 1,387
9 山  形 3,985 1,919 35 2,031
10 宮  崎 3,816 3,040 0 776
11 山  梨 3,584 2,563 5 1,016
12 高  知 3,582 2,275 0 1,307
13 福  井 2,630 1,914 0 716
14 秋  田 2,519 1,383 0 1,136
15 石  川 2,470 1,902 0 568
16 広  島 2,454 1,698 250 506
17 岩  手 2,354 1,295 21 1,038
18 熊  本 2,067 1,488 0 579
19 徳  島 1,822 1,156 0 666
20 鹿児島 1,796 817 1 978

0
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(GWh)

未開発
工事中
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⑤　水系別包蔵水力（上位３０水系）
（ＧＷｈ）

順位 水系名 包蔵水力 既開発 工事中 未開発
1 木　曽　川 11,293 8,107 256 2,930
2 信　濃　川 11,062 8,211 8 2,843
3 阿賀野川 10,308 7,796 594 1,918
4 利　根　川 6,675 5,066 0 1,609
5 天　竜　川 6,487 4,916 0 1,571
6 神　通　川 5,496 3,972 0 1,524
7 黒　部　川 4,780 3,544 0 1,236
8 庄　　　川 4,254 3,644 0 610
9 富　士　川 3,393 2,589 5 799
10 石　狩　川 3,142 1,829 195 1,118
11 大　井　川 3,127 2,622 0 505
12 九頭竜川 2,570 1,893 0 677
13 新　宮　川 2,316 1,485 0 831
14 最　上　川 2,232 908 9 1,315
15 十　勝　川 2,122 1,478 0 644
16 常願寺川 2,074 1,820 0 254
17 手　取　川 2,053 1,620 0 433
18 北　上　川 1,920 1,248 21 651
19 姫　　　川 1,713 1,435 0 278
20 太　田　川 1,478 1,112 230 136
21 淀　　　川 1,418 945 0 473
22 吉　野　川 1,372 877 0 495
23 江　の　川 1,357 646 0 711
24 筑　後　川 1,232 1,075 0 157
25 雄　物　川 1,192 698 0 494
26 矢　作　川 1,180 703 11 466
27 耳　　　川 1,148 946 0 202
28 阿武隈川 1,146 611 15 520
29 仁　淀　川 1,075 878 0 197
30 球　磨 川 1,061 649 0 412

0
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⑥　発電方式別包蔵水力

（MWh） （kW）

6,916,0000 0

2,275,250

2,514 8,932,410

47,540,136

地　点 出　力 電力量 地　点 地　点 出　力 電力量出　力

18 1,651,500

95,036,227 2,253,756

2,572,072 0

2,253,756 2,714 12,130,690 45,888,63622,134,054 92,464,155 26 853,639

7,665,697

238 6,752,266 19,384,063 8 618,780 1,165,891 49 923,030 2,460,709

35,762,230

467 10,190,947 45,359,463 1 107,900 532,908 151

27,720,629 17 126,959 554,957

計

混合揚水

1,154 5,190,841

19 5,710,040

小計 1,859

発電方式

流込式

調整池式

貯水池式

一
般
水
力

未　開　発

（kW） （MWh）

工　事　中

電力量
（MWh）

既　開　発

（kW）

貯水池式

調整池式

流れ込み式
貯水池式

調整池式

流れ込み式 流れ込み式

流れ込み式流れ込み式

貯水池式

貯水池式貯水池式貯水池式

調整池式

調整池式
調整池式

調整池式

13.1％

24.8％

32.1％

44.8％ 48.5％

21.7％23.1％ 29.8％

5.6％

1.8％ 7.6％

18.8％
16.7％

5.4％

62.1％

92.6％ 73.6％
流れ込み式

77.9％

未 開 発

既開発・工事中

地 点 出 力 電力量
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⑦　出力別包蔵水力（一般水力）

～

～

～

～

～

～ 100,000

以上 3 378,0001 538,000 850,077 1,109,000

平  均

計

14 879,100 2,353,400

100,000 27 5,023,300 14,222,786

12,130,690 45,888,636

50,000 64 4,183,690 16,398,316 0 84,800 449,484

26 853,639 2,253,756 2,7141,859 22,134,054 92,464,155

10,000

30,000

（MWh）

89 3,370,600

30,000 363

3,000

5,000

50,000

（kW）

4,470

801,90038,000 144,738

1,961,900

1,233 2,266,800

499,861

16,908

地　点 出　力 電力量 地　点 地　点 出　力 電力量出　力

21 2,610,500

11,906 49,739 32,832 86,683

14,946,209 0

209 3,313,000 12,331,1266,058,100 28,140,354 7 126,500

7,887,463

285 1,928,750 9,963,840 1 27,300 133,343 340 2,287,800 9,174,150

9,204,386

165 622,415 3,321,659 4 22,600 96,960 523

4,221,711 4 13,000 67,093421 751,990

10,000

出力区分（ｋＷ）

1,000

3,000

1,000 未満

5,000

未　開　発

（kW） （MWh）

工　事　中

電力量
（MWh）

既　開　発

（kW）

445 195,209 1,249,280 9 1,218,6113,439 12,200 371 242,190
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0
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7
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14
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